
  
 

第３章 研究評価委員会の講評 

１．土木研究所研究評価委員会の講評 

 第２章に示した土木研究所研究評価分科会での評価結果とこれに対する土木研究所の対応を

踏まえ、平成１８年８月１日に土木研究所評価委員会を開催し、重点プロジェクト研究について

最終評価を行った。審議の詳細については本書の巻末参考資料に議事録として示すとおりである

が、研究評価委員会における講評は次のとおりである。 

 
● 講評  

 委員のみによる審議を行った後、土木研究所が実施する重点プロジェクト研究につい

て、田村委員長より以下のとおり講評がなされた。 

 
 個々の課題に関しては、各分科会の事前評価結果として了解したので、発表のあったテ

ーマに沿って研究を始めていただきたい。 

 その上で以下のコメントをする。なお、審議時間の多くは①の事項に費やしている。②

～④は全員一致の意見ではなく、幾人かの意見を紹介するものである。 

 
①旧土研と旧開土研が融合されたメリットが見えてこない。今すぐにできるとは思わない

が、中長期的には両者が融合したことがわかるような形で研究を進めて欲しい。 

②例えば、土研の名前で国際会議を開催するなどして、土研のネームバリューを高めて欲

しい。 

③若手研究者の人材育成を考えて欲しい。具体的には在外研究のチャンスの増大、大学と

の共同研究の枠の緩和や、緩和による学位の取得率の上昇などが考えられる。特に寒地

土研については、統合のメリットを生かし、広い立場から自由に幅広く研究できる方策

を考えて欲しい。 

④気候変動など外力の変化に関する研究も進めて欲しい。 

 
２．土木研究所の対応 

 土木研究所研究評価分科会での評価結果は、土木研究所研究評価委員会において了解されたの

で、評価委員会からの講評をもとに、今後提案した実施計画に従って鋭意研究を進め、実施計画

書に掲げた達成目標の実現を目指していきたい。 

 

３．評価要領の改正 

 外部評価委員と土研との間で委託・共同研究を行う場合の取り扱いを明記した、研究評価要領

の改正案を事務局から説明して、今後はこの改正案により運営していくこととした。 



  
 

 

独立行政法人土木研究所研究評価要領（改正版） 

 

第 1 章  総 則 

第 1 条  目 的 

この要領は、独立行政法人土木研究所（以下、「研究所」という。）が実施する研究の評

価にあたり、必要となる事項を定めることを目的とする。 

 
第 2 条  研究評価所内委員会 

1.  研究所が実施する研究を評価するため、研究所内部の役職員で構成される研究評価所

内委員会（以下、「内部評価委員会」という。）を設置する。 

2.  内部評価委員会の委員長および委員は別表の通りとする。なお、委員長が必要と認め

た場合には、委員以外の者を委員会に参加させることができる。 

3.  内部評価委員会は、第 5 条に規定する研究について評価し、その結果を理事長に提出

するものとする。 

4.  内部評価委員会の事務局は、第 1 内部評価委員会は企画部研究企画課に、第 2 内部評

価委員会は寒地土木研究所企画室に置く。 

 
第 3 条  土木研究所研究評価委員会 

1.  研究所が実施する研究のうち重要な研究を評価するため、大学、民間等における専門

性の高い学識経験者で構成される土木研究所研究評価委員会（以下、「外部評価委員会」

という。）を設置する。 

2.  委員は、第 4 条第 2 項に定める分科会長とし、理事長が委嘱する。ただし、任期途中

で研究所と受委託の関係が生じた場合、委嘱は解除されるものとする。 

3.  外部評価委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は、委員の互選によって決定し、

副委員長は、委員長が委員の中から指名する。 

4.  外部評価委員会の委員の任期は 2 年とする。ただし、その再任は妨げない。 

5.  外部評価委員会は、内部評価委員会の評価結果および第 4 条に定める土木研究所研究

評価分科会（以下、この条において「外部評価分科会」という。）の評価結果に基づいて

第 6 条に規定する研究について評価し、その結果を理事長に提言するものとする。 

6.  前項の評価にあたり、委員長が必要と認めた場合には、外部評価分科会の委員を委員

会に参加させることができる。 

7.  外部評価委員会の事務局は、企画部研究企画課および寒地土木研究所企画室に置く。 

 
第 4 条  土木研究所研究評価分科会 

1.  外部評価委員会による研究の評価を効率的に実施するため、外部評価委員会の下に大



  
 

学、民間等における専門性の高い学識経験者で構成される土木研究所研究評価分科会（以

下、「外部評価分科会」という。）を設置する。 

2.  外部評価分科会の分科会長および委員は、研究所と受委託の関係がない者のうちから

理事長が選任して委嘱する。ただし、任期途中で研究所と受委託の関係が生じた場合、

委嘱は解除されるものとする。なお、分科会長は、委員長、副委員長を兼任することが

できる。 

3.  外部評価分科会の委員の任期は 2 年とする。ただし、その再任は妨げない。 

4.  外部評価分科会は、内部評価委員会の報告に基づいて第 6 条に規定する研究について

評価し、その結果を外部評価委員会に報告するものとする。 

5. 前項の評価にあたり、委員長が必要と認めた場合には、外部評価分科会の委員以外の

者を分科会に参加させることができる。 

6. 各外部評価分科会の事務局は、企画部研究企画課、寒地土木研究所企画室および当該

外部評価分科会で評価を受ける研究を実施する代表研究グループに置く。 

 
第 2 章  評価の対象となる研究 

第 5 条  研究評価所内委員会が評価する研究 

内部評価委員会が評価する研究は、次に掲げる全ての研究とする。 

①  運営費交付金を用いて実施する研究 

②  受託等に基づく研究のうち、理事長が内部評価委員会による評価を必要と判断し

た研究 

 
第 6 条  土木研究所研究評価委員会が評価する研究 

1. 外部評価委員会が評価する研究は、次に掲げる全ての研究とする。 

①  独立行政法人土木研究所の中期目標を達成するための計画に掲げられた重点プロ

ジェクト研究 

②  その他、理事長が外部評価委員会による評価を必要と判断した研究 

2. 重点プロジェクト研究の個別課題のうち、委員または分科会長、分科会委員（以下、

本条において「委員等」という。）が共同研究者となっている共同研究および競争的

資金による研究に関連するものについては、当該委員等は評価を行わないものとす

る。ただし、共同研究者としての当該委員等の分担範囲が個別課題と関連しない場合

はこの限りではない。 

 
第 3 章  研究の評価と結果の公表 

第 7 条  評価時期 

内部評価委員会、外部評価委員会および外部評価分科会による研究の評価は、次に掲げ

る時期に実施する。ただし、研究期間が 3 年以下の研究については、中間段階の評価を省



  
 

略することができる。 

①  研究の着手前 

②  研究の中間段階 

③  研究の完了後 

④  その他、内部評価委員会、外部評価委員会および外部評価分科会が必要と認めた

時期 

 
第 8 条  研究の着手前の評価 

1.  研究の着手前の評価（以下、「事前評価」という。）は、原則として研究を開始する年

度の前年度に実施する。 

2.  事前評価においては、次の事項について審議し、研究の実施の適否を評価する。 

①  研究の必要性 

②  達成すべき目標 

③  研究の実施体制 

④  自己評価結果 

⑤  その他、研究の内容に応じて必要となる事項 

 
第 9 条  研究の中間段階の評価 

1.  研究の中間段階の評価（以下、「中間評価」という。）は、原則として研究を開始した

年度の翌々年度に実施する。 

2.  中間評価においては、次の事項について審議し、研究の継続の適否を評価する。 

①  研究の進捗状況 

②  研究計画の修正の必要性 

③  自己評価結果 

④  その他、研究の内容に応じて必要となる事項 

 
第 10 条  研究の完了後の評価 

1.  研究の完了後の評価（以下、「事後評価」という。）は、研究を完了した年度の翌年度

に実施する。 

2.  事後評価においては、次の事項について審議し、実施した研究の効果を評価する。 

①  研究の成果 

②  自己評価結果 

③  その他、研究の内容に応じて必要となる事項 

 
第 11 条  評価結果の公表 

1.  内部評価委員会による評価結果は、インターネットにより公表する。 



  
 

2.  外部評価委員会および外部評価分科会の評価結果は、インターネットによる公表のほ

か、土木研究所資料としてとりまとめて公表する。 

 
第 4 章  研究の実施 

第 12 条  実施または継続する研究の決定 

研究所が実施または継続する研究は、内部評価委員会および外部評価委員会の事前評価

または中間評価の結果を踏まえ、理事長が決定する。 

 
附 則 

この要領は、平成 13 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成 16 年 4 月 20 日から施行する。 

附 則 

第 1 条  この要領は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

第 2 条  土木研究所と北海道開発土木研究所の統合に伴う経過措置については、次の各号に定

めるところによる。 

1.  土木研究所が実施し、平成 17 年度に終了した研究及び平成 13 年度から平成 17 年度に

かけての中期計画に基づく研究の事後評価については、前条の規定に関わらず、改正前の

「独立行政法人土木研究所研究評価要領」に基づいて実施する。 

2.  北海道開発土木研究所が実施し、平成 17 年度に終了した研究及び平成 13 年度から平成

17 年度にかけての中期計画に基づく研究の事後評価については、前条の規定に関わらず、

平成 14 年 1 月 4 日独北研企第 262 号「独立行政法人北海道開発土木研究所評価規程」、

同第 263 号「独立行政法人北海道開発土木研究所評価要領」及び平成 15 年 4 月 1 日独北

研企第 49 号「プロジェクト研究「地球温暖化対策に資するエネルギー地域自立型実証研

究」に関する技術支援委員会規程」に基づいて実施する。 

3.  前項の事後評価を行うにあたり、平成 18 年 3 月 31 日以前に北海道開発土木研究所理事

長が委嘱した委員については、土木研究所理事長が委嘱したものとみなす。 

4.  第 1 項及び第 2 項の事後評価終了をもって、平成 18 年 3 月 31 日以前に土木研究所理事

長が委嘱した委員及び第３項の委員の委嘱は解除されたものとみなす。 

第 3 条  平成 18 年 4 月 1 日以降に改めて委嘱された委員により構成される外部評価委員会

において委員長が決定するまでの間は、理事長が必要と認めることをもって、要領第 3 条

第 6 項及び第 4 条第 5 項に定める委員長が必要と認めた場合とみなす。 

附 則 

この要領は、平成 18 年９月１日から施行する。 
 
 



  
 

別表 

内部評価委員会の構成 

 第 1 内部評価委員会 第 2 内部評価委員会 

委員長 理事* 審議役（寒地土木研究所） 

委 員 審議役（つくば） 

研究調整監（つくば） 

研究調整監（寒地土木研究所） 

特別調整監 

地質監 

総務部長 

企画部長 

技術推進本部長 

総括研究監（つくば中央研究所） 

材料地盤研究グループ長 

耐震研究グループ長 

水環境研究グループ長 

水工研究グループ長 

土砂管理研究グループ長 

道路技術研究グループ長 

構造物研究グループ長 

水災害研究グループ長 

特別研究監（つくば中央研究所） 

研究企画監 

総括研究監（寒地土木研究所） 

研究調整監（寒地土木研究所） 

研究調整監（つくば） 

企画部長 

技術推進本部長 

管理部長 

寒地基礎技術研究グループ長 

寒地水圏研究グループ長 

寒地道路研究グループ長 

寒地農業基盤研究グループ長 

特別研究監（寒地土木研究所） 

研究企画監 

総括研究監（寒地土木研究所） 

 

* 総務部、企画部、つくば中央研究所および 

水災害・リスクマネジメント国際センター担当 
 
 

 


